
 

 

関係法令（抜粋） 
 
道路交通法（昭和３５年法律第１０５号） 
（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一～十一の四 （略） 

十一の五 遠隔操作型小型車 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型

の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造

が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもの

であり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。 

十二～二十三 （略） 

２ （略） 

３ この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 

一 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等

を通行させている者（遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を

除く。） 

二 （略） 
（乗車又は積載の制限等） 
第五十七条 車両（軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までに

おいて同じ。）の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大

きさ若しくは積載の方法（以下この条において「積載重量等」という。）の制限を超えて乗

車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書

の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場

合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。 
２ 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認

めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 
３ 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の

規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察

署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等

を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る

積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。 
（罰則 第一項については第百十八条第一項第二号、第百十九条第一項第三号の二、第百二十

条第一項第十一号、第百二十三条 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十

三条） 
 
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和３５年総理府建設省令第３号） 

（種類等） 
第二条 道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。 
別表第一（第二条関係） 
規制標識 

種類 番号 表示する意味 設置場所 



 

 

自転車及び

歩行者専用 
（３２５

の３） 
道路法第四十八条の十四第

二項に規定する自転車歩行

者専用道路であること。 

自転車歩行者専用道路の入口その他

必要な場所の路端 

歩行者専用 （３２５

の４） 
道路法第四十八条の十四第

二項に規定する歩行者専用

道路であること。 

歩行者専用道路の入口その他必要な

場所の路端 

 
道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号） 
（自動車の乗車又は積載の制限） 
第二十二条 自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ

若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 
一 乗車人員（運転者を含む。次条において同じ。）は、自動車（普通自動車で内閣府令で

定める大きさ以下の原動機を有するもの（以下この条において「ミニカー」という。）、

普通自動車（ミニカーを除く。）又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準とし

て内閣府令で定めるもの（以下この条において「特定普通自動車等」という。）、大型自

動二輪車（側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。）、

普通自動二輪車（側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおい

て同じ。）並びに小型特殊自動車を除く。）にあつては自動車検査証（道路運送車両法第

六十条第一項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。）、保安基準適合標章（道

路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。）又は軽自動

車届出済証（道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規

定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。）に記載された乗車定員を、ミニ

カー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつて

は一人（特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転

者以外の者の用に供する乗車装置（以下この条において「乗車装置」という。）を備える

ものにあつては二人）をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に

伴う道路運送車両法の特例等に関する法律（昭和三十九年法律第百九号）第二条第二項に

規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗

車定員を超えてはならないものとする。 
二 積載物の重量は、自動車（ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。）

にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載

重量（大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつて

は六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通

自動二輪車がリヤカーを牽（けん）引する場合におけるその牽（けん）引されるリヤカー

については百二十キログラム）を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては三十キロ

グラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超え

ない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものに

あつては五百キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあ

つては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならない

ものとする。 



 

 

三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 
イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの（大型自動二輪車及び

普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加え

たもの） 
ロ 幅 自動車の幅（大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は

積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの） 
ハ 高さ 三・八メートル（大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつ

ては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大き

さを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公

安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八

メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ）から

その自動車の積載をする場所の高さを減じたもの 
四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。 

イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ（大型自動二輪車及び普通自

動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル）を超えて

はみ出さないこと。 
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと（大型自動二輪車及び普通自動二輪車に

あつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さ

ないこと。）。 


